
スクールバス関連遅刻指導の目安　　（2017/10/02を改変） 2020/04/06

Ⅰ．新柏発のスクールバスダイヤが乱れた場合の遅刻判断の目安

(1)中学生および高校1年の高校入学生

始業8:15
「7:55までに新柏バス乗車場についていたものは遅刻扱いとしない」

船橋方面 船橋発7:20 （新柏着7:47） 柏方面 柏発7:43 （新柏着7:46）

の電車に乗車している場合は遅刻とみなさない。

船橋 新鎌ヶ谷 高柳 新柏

〇 7:11 7:25 7:34 7:41

〇 7:17急行 7:28急行 7:34乗換 7:41

〇 7:20 7:34 7:40 7:47
新柏 柏

7:46 7:43 〇

(2)高校1年の中学からの入学生

始業8:25
「8:05までに新柏バス乗車場についていたものは遅刻扱いとしない」

船橋方面 船橋発7:32 （新柏着7:58） 柏方面 柏発7:54 （新柏着7:57）

の電車に乗車している場合は遅刻とみなさない。

船橋 新鎌ヶ谷 高柳 新柏

〇 7:26 7:40 7:46 7:52
〇 7:32 7:46 7:51 7:58

新柏 柏

7:52 7:48 〇

7:57 7:54 〇

(3)高校2・3年生

始業8:45
「8:20までに新柏バス乗車場についていたものは遅刻扱いとしない」

船橋方面 船橋発7:47 （新柏着8:12） 柏方面 柏発8:08 （新柏着8:12）

の電車に乗車している場合は遅刻とみなさない。

船橋 新鎌ヶ谷 高柳 新柏

〇 7:42 7:56 8:05 8:12

〇 7:47急行 7:59急行 8:05乗換 8:12

新柏 柏

8:12 8:08 〇



Ⅱ．柏発のスクールバス・東武バスダイヤが乱れた場合の遅刻判断の目安

(1)中学生

柏駅発7:50（のスクールバスに乗車可能な時間）以前に柏バス乗車場についていれば遅刻扱いとしない。

(2)高校1年の高校入学生

柏駅発7:45（の東武バスに乗車可能な時間）以前に柏バス乗車場についていれば遅刻扱いとしない。

(3)高校1年の中学からの入学生

柏駅発7:55以前に柏バス乗車場についていれば遅刻扱いとしない。

(2)高校2・3年生

柏駅発8:15以前に柏バス乗車場についていれば遅刻扱いとしない。

Ⅲ．電車が遅れた場合

教頭が、生徒の登校情報とバスドライバーから聞き取った情報を総合して、遅刻扱い時刻の基準を策定する。

以上


